
114 号

　下記のとおり一般競争入札を行います。

1　競争入札に付する事項

2　入札の日時及び場所

　(1)　日　時

　　　　　　　　（ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時00分まで）

　(2)　場　所 海上自衛隊鹿屋航空基地隊経理隊入札室

3　入札参加申込の日時及び場所

　(1)　日　時

8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分

　 　　 　　　　（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。）

　(2)　場　所 　　佐世保地方総監部経理部契約課事務室海上自衛隊鹿屋航空基地隊経理隊入札室

　(3)　申　込 　　入札に参加する者は、入札日の前日の16時45分までに参加申込書及び資格審査結果通知書の

※資格申請中の場合、別途連絡すること。

4 競争入札参加資格

5 入札（仕様書）説明会の日時及び場所
なし )

6 入札保証金及び契約保証金

金額（軽減税率対象品目については１０８/１００））の５/１００に相当する金額を違約金として徴収する。

7 適用する契約条項

　売買契約一般条項

 (1) 入札保証金及び契約保証金　免　除

 (2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額（入札書に記載した金額の１１０/１００に相当する

（仕様内容の問い合わせ： 給養班 澄江 内線： 2494

 (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の
売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとします。ただし、真にやむを得ない事
由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

 (7) 3項に示す期限までに申込みを行い、仕様書を受領した者。

 (2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

 (3) 令和07･08･09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＤ等級以上に格付けされ、九州・
沖縄地域の競争参加資格を有する者。当該競争参加資格を有していない者にあっては、競争執行の日までに競
争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であるこ
と。

 (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長
から「装備品等及び役務の調達にかかる指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者
でないこと。

資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しに件名と連絡先を記入した送信表を添付し、

海上自衛隊鹿屋航空基地隊経理隊に提示する。（ＦＡＸ可）

 (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別
の理由がある場合に該当する。

令 和 7 年 6 月 26 日 (木) 10時00分

公告日～ 令 和 7 年 6 月 25 日 (水)

分任支出負担行為担当官
鹿屋航空基地隊鹿屋経理隊
経理隊長　石田　耕平

記

調達要求番号 件　　　名 数量単位 履行期限 納入（引渡）場所

07-1-1024-1219-0019-00
小麦粉　外

内訳書のとおり
33件 令和7年7月31日 (木)

鹿屋航空基地隊
厚生隊給養班倉庫

鹿空基（契）公告第

令 和 7 年 5 月 30 日

入　　札　　公　　告 



8 入札方法

9 入札の無効

10 契約書作成の要否

　 海上自衛隊契約規則の実施に関する書式等について(通知）に基づく契約書の作成を要する。

11 その他

（ホームページアドレス：http://www.mod.go.jp/msdf/bukei/nyusatsu_idx.html)

 (4) 入札書は官側の書式を使用する。

 (2) 落札決定に当たっては、入札（見積）書に記載された金額に当該金額の１０％（軽減税率対象品目については
８％）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札（見積）者は、消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分
の100）に相当する金額を入札（見積）書に記載すること。ただし、入札（見積）書に記載される書面上の金
額が消費税法に規定する消費税の課税標準と一致しないものは除く。

 (3) 契約金額の端数処理

入札（見積）書に記載された金額の100分の110（軽減税率対象品目については100分の108）に相当する金額に
１円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとし、当該端数金額を切捨てた後に得られた金額
をもって申込みがあったものとする。ただし、単価契約において、単価に１円未満の端数が生じた場合には１
円未満3桁以下を切り捨てるものとし、請求金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる
ものとする。

 (1) 売買に要する一切の諸経費を含めた金額で行う。

 (3) この入札に関する公告は、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。

 (1) 入札書に記名がないとき又は金額等の記載が不明な場合。
 (2) 電信電話による入札。
 (3) 本公告に示した競争参加資格がない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札。

 (1) 入札心得・契約条項は、鹿屋航空基地隊経理隊入札室に掲示してある。
 (2) 入札に関する問い合わせ：電話　 0994-43-3111（内線2440）　ＦＡＸ 0994-42-2586  担当 石橋



１２１９－００１９－００

項 目
番 号

性 質
区 分

物 品 番 号 品 名 規　　　　　　格
糧規
番号

単
位

数 量  単価 金　額 備 考

ＫＧ 45 335 15,075       （賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

2 Ｃ ML8920－321－61599 天ぷら粉

　　物　品　調　達　内　訳　書
調　　達　　要　　求　　番　　号

０７－１－１０２４－

1 Ｃ ML8920－321－50849 小麦粉 糧規による。 3-1

385 7,700         （賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

4 Ｃ ML8905－321－51469 だし昆布 糧規による。 5-1

（賞味期限）
納入後、１５か月以上の期間を有するもの。

3 Ｃ ML8940－321－50879 でん粉 糧規による。 3-3 ＫＧ 20

糧規による。 3-2 ＫＧ 30 370 11,100       

（賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

6 Ｃ ML8920－321－50969 ごま（白） 糧規による。 7-9 ＥＡ 20

糧規による。 6-2 ＫＧ 20 2,000 40,000       

ＫＧ 10 4,960 49,600       （賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

5 Ｃ ML8905－321－51019 煮干

ＫＧ 120 382 45,840       規定なし。

8 Ｃ ML8950－321－51709 塩

900 18,000       （賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

7 Ｃ ML8925－321－63389 上白糖（１ＫＧ） 糧規による。 8-2

3,960 39,600       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

10 Ｃ ML8950－321－51739 しょう油（卓上） 糧規による。 10-2

（製造年月日）
納入前、２か月以内とする。

9 Ｃ ML8950－321－61669 しょう油（ポリ容器入り） 糧規による。 10-1 ＢＴ 10

糧規による。 9-1 ＫＧ 60 126 7,560         

（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

12 Ｃ ML8950－321－51749 酢 糧規による。 11-1 ＢＴ 30

糧規による。 10-3 ＢＴ 24 665 15,960       

ＢＴ 48 275 13,200       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

11 Ｃ ML8935－321－51939 めんつゆ

ＢＴ 18 770 13,860       （賞味期限）
納入後、８か月以上の期間を有するもの。

14 Ｃ ML8950－321－51759 ソースウスター

370 11,100       （賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

13 Ｃ ML8950－321－52109 味付ぽん酢 糧規による。 11-2

692 8,304         （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

16 Ｃ ML8950－321－51999 焼肉のたれ 糧規による。 12-4

（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

15 Ｃ ML8950－321－51769 ソーストンカツ 糧規による。 12-2 ＢＴ 12

糧規による。 12-1 ＢＴ 12 692 8,304         

（賞味期限）
納入後、３０か月以上の期間を有するもの。

18 Ｃ ML8915－321－51219 トマト水煮 糧規による。 13-3 ＣＮ 24

糧規による。 13-2 ＣＮ 24 1,620 38,880       

ＢＴ 18 1,365 24,570       （賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

17 Ｃ ML8950－321－51779 トマトケチャップ（缶）

ＥＡ 15 8,900 133,500      （賞味期限）
冷蔵保管において、５か月以上の期間を有するもの。

20 Ｃ ML8940－321－61649 カレー固形

1,040 24,960       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

19 Ｃ ML8940－321－50999 味噌　（２０ｋｇ入） 糧規による。 13-4（白）

1,920 76,800       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

22 Ｃ ML8950－321－61679 ハヤシフレーク 糧規による。 14-8

（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

21 Ｃ ML8940－321－61659 フレークＡ 糧規による。テーオーカレールウ（マイルド）又はＳＢディナーカレーフレーク又は同等品以上のもの（他社製品を含む）
 14-2 ＥＡ 40

糧規による。ハウス（ジャワカレー）（インドカレー）又はＳＢとろけるカレー又は同等品以上のもの（他社製品を含む）
 14-1 ＥＡ 40 1,030 41,200       

（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

24 Ｃ ML8950－321－52059 チャツネ 糧規による。 14-14 ＥＡ 20

糧規による。 14-11 ＣＮ 24 1,180 28,320       

ＥＡ 40 970 38,800       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

23 Ｃ ML8950－321－51869 ブラックペッパー

1,620 32,400       （賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。



１２１９－００１９－００

項 目
番 号

性 質
区 分

物 品 番 号 品 名 規　　　　　　格
糧規
番号

単
位

数 量  単価 金　額 備 考

　　物　品　調　達　内　訳　書
調　　達　　要　　求　　番　　号

０７－１－１０２４－

ＫＧ 20 960 19,200       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

26 Ｃ ML8950－321－51969 中華味

25 Ｃ ML8935－321－51919 スープ粉末（コンソメ） 糧規による。 15-1

1,240 24,800       （賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

28 Ｃ ML8950－321－51959 液体調味料（白だし） 糧規による。 15-6

（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

27 Ｃ ML8950－321－51949 だしの素 糧規による。 15-5 ＫＧ 20

糧規による。 15-3 ＫＧ 12 2,155 25,860       

（賞味期限）
納入後、３３か月以上の期間を有するもの。

30 Ｃ ML8915－321－61589 メンマ味付 糧規による。 23-4 ＥＡ 16

糧規による。 23-3 ＣＮ 18 1,990 35,820       

ＢＴ 24 880 21,120       （賞味期限）
納入後、１６か月以上の期間を有するもの。

29 Ｃ ML8915－321－51249 たけのこ水煮

ＣＮ 48 525 25,200       （賞味期限）
納入後、３３か月以上の期間を有するもの。

32 Ｃ ML8915－321－51369 パウチ（みかん）

960 15,360       （賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

31 Ｃ ML8915－321－51459 なめこ水煮 糧規による。 23-5

1,600 38,400       （賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

以下余白

（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

33 Ｃ ML8915－321－51399 パウチ（ミックス） 糧規による。 24-3 ＥＡ 24

糧規による。 24-1 ＥＡ 24 1,690 40,560       

消費税 79,276       

小計 990,953      

合計 1,070,229   



印

殿 印

注 ： 単価・金額欄には、見積もった金額の108分の100に相当する金額を記入する。（ただし、
金額欄は、１円未満の端数を切り捨てる。）

住　所

（契約担当官等） 会社名

鹿屋航空基地隊分任支出負担行為担当官 代表者

登録番号

令和　７年　6月　26日

合　　　　　　　計

貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承諾の上、上記のとおり提出します。

以下余白

備　　　考

小麦粉　外

件　名　・　規　格　等 単位 数　量 単　 価 金　　　額

内訳書のとおり

履行期限 令和7年7月31日 履行場所 鹿屋航空基地隊厚生隊給養班倉庫

￥

調達要求番号 07-1-1024-1219-0019-00

（入 札）　・　見 積 書



1 小麦粉 糧規による。 ＫＧ 45
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

2 天ぷら粉 糧規による。 ＫＧ 30
（賞味期限）
納入後、１５か月以上の期間を有するもの。

3 でん粉 糧規による。 ＫＧ 20
（賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

4 だし昆布 糧規による。 ＫＧ 10
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

5 煮干 糧規による。 ＫＧ 20
（賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

6 ごま（白） 糧規による。 ＥＡ 20
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

7 上白糖（１ＫＧ） 糧規による。 ＫＧ 120 規定なし。

8 塩 糧規による。 ＫＧ 60
（製造年月日）
納入前、２か月以内とする。

9 しょう油（ポリ容器入り） 糧規による。 ＢＴ 10
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

10 しょう油（卓上） 糧規による。 ＢＴ 48
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

11 めんつゆ 糧規による。 ＢＴ 24
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

12 酢 糧規による。 ＢＴ 30
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

13 味付ぽん酢 糧規による。 ＢＴ 18
（賞味期限）
納入後、８か月以上の期間を有するもの。

14 ソースウスター 糧規による。 ＢＴ 12
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

15 ソーストンカツ 糧規による。 ＢＴ 12
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

16 焼肉のたれ 糧規による。 ＢＴ 18
（賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

17 トマトケチャップ（缶） 糧規による。 ＣＮ 24
（賞味期限）
納入後、３０か月以上の期間を有するもの。

18 トマト水煮 糧規による。 ＣＮ 24
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

19 味噌　（２０ｋｇ入） 糧規による。 ＥＡ 15
（賞味期限）
冷蔵保管において、５か月以上の期間を有するも
の。

内　　訳　　書
 

件　　名　・　規　　格　等 単位 数量 単　価 金　　　額 備　　考

小　　　計

　　　　　　　　　　　（注）　本内訳書は、予定価格調書（２）、入札・見積書、契約書、請書、契約書等、官給材料明細書及び
　　　　　　　　　　　　　 要求兼領収書において使用する。

（
注
）
物
品
番
号
は
、
件
名
欄
を
２
段
に
分
け
て
記
入
し
、
調
達
要
求
番
号
は
、
備
考
欄
に
記
入
す
る
。



20 カレー固形
糧規による。ハウス（ジャワカレー）（インドカレー）又はＳＢ

とろけるカレー又は同等品以上のもの（他社製品を含む） ＥＡ 40
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

21 フレークＡ
糧規による。テーオーカレールウ（マイルド）又はＳＢディ

ナーカレーフレーク又は同等品以上のもの（他社製品を

含む）
ＥＡ 40

（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

22 ハヤシフレーク 糧規による。 ＥＡ 40
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

23 ブラックペッパー 糧規による。 ＣＮ 24
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

24 チャツネ 糧規による。 ＥＡ 20
（賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

25 スープ粉末（コンソメ） 糧規による。 ＫＧ 20
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

26 中華味 糧規による。 ＫＧ 12
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

27 だしの素 糧規による。 ＫＧ 20
（賞味期限）
納入後、１２か月以上の期間を有するもの。

28 液体調味料（白だし） 糧規による。 ＢＴ 24
（賞味期限）
納入後、１６か月以上の期間を有するもの。

29 たけのこ水煮 糧規による。 ＣＮ 18
（賞味期限）
納入後、３３か月以上の期間を有するもの。

30 メンマ味付 糧規による。 ＥＡ 16
（賞味期限）
納入後、６か月以上の期間を有するもの。

31 なめこ水煮 糧規による。 ＣＮ 48
（賞味期限）
納入後、３３か月以上の期間を有するもの。

32 パウチ（みかん） 糧規による。 ＥＡ 24
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

33 パウチ（ミックス） 糧規による。 ＥＡ 24
（賞味期限）
納入後、１０か月以上の期間を有するもの。

以下余白

 

件　　名　・　規　　格　等 単位 数量 単　価 金　　　額 備　　考

内　　訳　　書

合　　　計

　　　　　　　　　　　（注）　本内訳書は、予定価格調書（２）、入札・見積書、契約書、請書、契約書等、官給材料明細書及び
　　　　　　　　　　　　　 要求兼領収書において使用する。

小　　　計

（
注
）
物
品
番
号
は
、
件
名
欄
を
２
段
に
分
け
て
記
入
し
、
調
達
要
求
番
号
は
、
備
考
欄
に
記
入
す
る
。



39

40

41

42

43

内　　訳　　書

 

件　　名　・　規　　格　等 単位 予定数量 単　価 金　　　額 備　　考

小　　　計

合　　　計

　　　　　　　　　　　（注）　本内訳書は、予定価格調書（２）、入札・見積書、契約書、請書、契約書等、官給材料明細書及び
　　　　　　　　　　　　　 要求兼領収書において使用する。

（
注
）
物
品
番
号
は
、
件
名
欄
を
２
段
に
分
け
て
記
入
し
、
調
達
要
求
番
号
は
、
備
考
欄
に
記
入
す
る
。


